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令和３年３月31日　水曜日 長 崎 県 公 報 号　外（３）

毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの

目　　　　　次

◎　規　則	 　所管課（室）名
　○振興局長委任規則の一部を改正する規則  新行政推進室

◎　訓　令	
　○長崎県文書取扱規程の一部改正  総 務 文 書 課

　振興局長委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和３年３月31日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県規則第49号
　　　振興局長委任規則の一部を改正する規則
　振興局長委任規則（昭和42年長崎県規則第38号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

規　　　　　則

改正後 改正前

　（所管区域における委任事項） 　（所管区域における委任事項）
第２条　次に掲げる事項の処理は、振興局長に委任する。た
だし、長崎振興局長にあっては、環境関係事項及び水産関
係事項中第１号及び第２号を、県央振興局長にあっては、
環境関係事項、水産関係事項並びに土木関係事項中第４号
から第９号まで、第11号、第12号、第167号から第170号ま
で、第174号から第177号まで、第180号から第184号まで及
び第206号を、島原振興局長にあっては、水産関係事項並
びに土木関係事項中第４号から第９号まで、第11号、第12
号、第137号から第149号まで、第167号から第170号まで、
第174号から第177号まで、第180号から第184号まで及び
第206号を、県北振興局長にあっては、水産関係事項（西
海市に係る事項及び第３号に限る。）並びに土木関係事項
中第138号から第140号まで、第142号から第147号まで、第
167号から第170号まで、第174号から第177号まで及び第
206号を、五島振興局長にあっては、水産関係事項中第３
号、土木関係事項中第４号から第９号まで、第11号、第12
号、第138号から第140号まで（上五島空港の場合に限る。）、
第142号から第147号まで（上五島空港の場合に限る。）、第
180号から第184号まで及び第206号を、壱岐振興局長にあっ
ては、水産関係事項中第３号、土木関係事項中第４号から
第９号まで、第11号、第12号、第180号から第185号まで及
び第206号を、対馬振興局長にあっては、水産関係事項中
第３号、土木関係事項中第４号から第９号まで、第11号、
第12号、第180号から第184号まで及び第206号を除く。

第２条　次に掲げる事項の処理は、振興局長に委任する。た
だし、長崎振興局長にあっては、環境関係事項及び水産関
係事項を、県央振興局長にあっては、環境関係事項、水産
関係事項並びに土木関係事項中第４号から第９号まで、第
11号、第12号、第167号から第170号まで、第174号から第
177号まで及び第180号から第184号までを、島原振興局長
にあっては、水産関係事項並びに土木関係事項中第４号か
ら第９号まで、第11号、第12号、第137号から第149号まで、
第167号から第170号まで、第174号から第177号まで及び第
180号から第184号までを、県北振興局長にあっては、水産
関係事項（西海市に係る事項に限る。）並びに土木関係事
項中第138号から第140号まで、第142号から第147号まで、
第167号から第170号まで及び第174号から第177号までを、
五島振興局長にあっては、土木関係事項中第４号から第９
号まで、第11号、第12号、第138号から第140号まで（上五
島空港の場合に限る。）、第142号から第147号まで（上五島
空港の場合に限る。）及び第180号から第184号までを、壱
岐振興局長にあっては、土木関係事項中第４号から第９号
まで、第11号、第12号及び第180号から第185号までを、対
馬振興局長にあっては、土木関係事項中第４号から第９号
まで、第11号、第12号及び第180号から第184号までを除く。
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令和３年３月31日　水曜日 長 崎 県 公 報 号　外（３）

　　略 　　略
水産関係事項 水産関係事項

（1）及び（2）　略 （1）及び（2）　略
（3）　長崎県港湾整備事業財産管理基金条例（令和３年長
崎県条例第22号）による財産の処分及び維持管理に関す
ること。
　農林関係事項 　農林関係事項
（1）～（24）　略 （1）～（24）　略
（25）　ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業の指導
監督及び検査（事業費2,000万円未満のものの検査に限
る。）に関すること。

（25）　新構造改善加速化支援事業の指導監督及び検査（事
業費2,000万円未満のものの検査に限る。）に関すること。

（26）～（46）　略 （26）～（46）　略
土木関係事項 土木関係事項

（1）～（193）　略 （1）～（193）　略
（194）　法第35条第１項の規定による建築物エネルギー消
費性能向上計画の認定に関すること。

（194）　法第30条第１項の規定による建築物エネルギー消
費性能向上計画の認定に関すること。

（195）　法第35条第３項の規定による建築主事への通知に
関すること。

（195）　法第30条第３項の規定による建築主事への通知に
関すること。

（196）　法第36条第１項の規定による建築物エネルギー消
費性能向上計画の変更の認定に関すること。

（196）　法第31条第１項の規定による建築物エネルギー消
費性能向上計画の変更の認定に関すること。

（197）　法第37条の規定による認定建築主に対する報告の
徴収に関すること。

（197）　法第32条の規定による認定建築主に対する報告の
徴収に関すること。

（198）　法第41条第２項の規定による建築物のエネルギー
消費性能に係る認定に関すること。

（198）　法第36条第２項の規定による建築物のエネルギー
消費性能に係る認定に関すること。

（199）　法第42条の規定による基準適合認定建築物に係る
認定の取消しに関すること。

（199）　法第37条の規定による基準適合認定建築物に係る
認定の取消しに関すること。

（200）　法第43条第１項の規定による基準適合認定建築物
に係る報告、検査等に関すること。

（200）　法第38条第１項の規定による基準適合認定建築物
に係る報告、検査等に関すること。

（201）　浄化槽法（昭和58年法律第43号。次号から第203号
までにおいて「法」という。）第５条第１項の規定によ
る浄化槽設置等の届出の受理に関すること。

（202）　法第５条第４項の規定による通知に関すること。
（203）　法第12条の５第４項の規定による公共浄化槽の設
置に関する協議に関すること。

（204）及び（205）　略 （201）及び（202）　略
（206）　長崎県港湾整備事業財産管理基金条例（令和３年
長崎県条例第22号）による財産の処分及び維持管理に関
すること。

　　　附　則
　この規則は、令和３年４月１日から施行する。

訓　　　　　令

長崎県訓令第１号
本　　庁　
地方機関　

　長崎県文書取扱規程（昭和38年長崎県訓令第13号）の一部を次のように改正する。
　　令和３年３月31日

　長崎県知事　中村　法道　
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

目次 目次
第１章～第４章　略 第１章～第４章　略
第５章　地方機関における文書の取扱い（第85条―第87条） 第５章　地方機関における文書の取扱い（第85条・第86条）
第６章　補則（第88条） 第６章　補則（第87条）
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令和３年３月31日　水曜日 長 崎 県 公 報 号　外（３）

附則 附則
（文書の起案の方法） （文書の起案の方法）
第23条　文書の起案は、文書管理システムを利用して行わな
ければならない。ただし、電子決裁になじまず、やむを得
ず紙文書で決裁を受ける場合には、文書管理システムで出
力する起案用紙（様式第９号）を用いて行い、これに伺文
及び処理案を記載し、かつ、関係文書を添付するものとす
る。ただし、次の各号に掲げるところにより処理する場合
においては、この限りでない。

第23条　文書の起案は、文書管理システムで行うことを原則
とする。電子決裁になじまず、やむを得ず紙文書で決裁を
受ける場合には、文書管理システムで出力する起案用紙
（様式第９号）を用いて行い、これに伺文及び処理案を記
載し、かつ、関係文書を添付するものとする。ただし、次
の各号に掲げるところにより処理する場合においては、こ
の限りでない。

⑴～⑶　略 ⑴～⑶　略
２　略 ２　略
（文書の廃棄） （文書の廃棄）
第60条　各所属は、保管文書についてその保存期間が満了し
たときは、所属長の決裁を得た上で廃棄の決定を行わなけ
ればならない。

第60条　保管文書についてその保存期間が満了したときは、
各所属長の決裁を得た上で廃棄の決定を行わなければなら
ない。

２～４　略 ２～４　略
５　第１項、第２項又は第３項の規定により廃棄の決定を
行った文書は、その都度、各所属において、廃棄文書台帳
（様式第16号の４）に廃棄の年月日を記入し、整理してお
かなければならない。

５　第１項の規定により廃棄の決定を行った文書は、そのつ
ど、各所属において、廃棄文書台帳（様式第16号の４）に
廃棄の年月日を記入し、整理しておかなければならない。

６　第２項又は第３項の規定により廃棄の決定を行った文書
は、そのつど、総務文書課において、廃棄文書台帳（様式
第16号の４）に廃棄の年月日を記入し、整理しておかなけ
ればならない。

　（歴史的文書等）
第61条　前条第２項又は第３項の規定により廃棄が決定した
文書のうち歴史的価値又は文化的価値を有すると認められ
るもの（以下「歴史的文書等」という。）については、主
務課長はこれを収集し、総務文書課長に引き継がなければ
ならない。なお、歴史的文書等の収集及び保存に関する要
領については、別に定める。

第61条　前条第１項の規定により廃棄が決定した文書のうち
歴史的価値又は文化的価値を有すると認められるもの（以
下「歴史的文書等」という。）については、主務課長はこ
れを収集し、総務文書課長に引き継がなければならない。
なお、歴史的文書等の収集及び保存に関する要領について
は、別に定める。

（歴史的文書等選別に係る意見聴取）
第61条の２　総務文書課長は、第60条第２項又は第３項の規
定による文書の廃棄に当たっては、廃棄を予定している簿
冊の名称、保存期間、完結年度その他の事項を１月以上公
示し、歴史的文書等の選別のために一般の意見を聴くもの
とする。

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係）
指令及び一般文書の記号 指令及び一般文書の記号

ア　本庁の課（室）の記号 ア　本庁の課（室）の記号
課名 記号 課名 記号 課名 記号 課名 記号 課名 記号 課名 記号

危機管理課 危管 スポーツ振興課 スポ振 水産経営課 水経 危機管理課 危管 スポーツ振興課 スポ振 水産経営課 水経

消防保安室 消保 県民生活環境課 県環 水産加工流通課 水流 消防保安室 消保 県民生活環境課 県環 水産加工流通課 水流

政策調整課 政調 男女参画・女性
活躍推進室

男女 漁港漁場課 漁港 政策調整課 政調 男女参画・女性
活躍推進室

男女 漁港漁場課 漁港

政策企画課 政企 人権・同和対策
課

人同対 農政課 農政 政策企画課 政企 人権・同和対策
課

人同対 農政課 農政

ＩＲ推進課 ＩＲ 交通・地域安全
課

交地 団体検査指導室 団検指 ＩＲ推進課 ＩＲ 交通・地域安全
課

交地 農山村対策室 農山村

次世代情報化推
進室

次情 統計課 統 農山村振興課 農山村 次世代情報化推
進室

次情 統計課 統 団体検査指導室 団検指

総務文書課 総文 生活衛生課 生衛 農業経営課 農営 総務文書課 総文 生活衛生課 生衛 農業経営課 農営

県民センター 県民 食品安全・消費
生活課

食生 農産園芸課 農園 県民センター 県民 食品安全・消費
生活課

食生 農地利活用推進
室

農地活

学事振興課 学振 地域環境課 地環 農産加工流通課 農流 学事振興課 学振 地域環境課 地環 農産園芸課 農園

秘書課 秘 水環境対策課 水対 畜産課 畜 秘書課 秘 水環境対策課 水対 農産加工流通課 農流

広報課 広 資源循環推進課 資循 農村整備課 農整 広報課 広 資源循環推進課 資循 畜産課 畜

人事課 人 自然環境課 自環 諫早湾干拓課 諫干 人事課 人 自然環境課 自環 農村整備課 農整

新行政推進室 新行政 福祉保健課 福保 林政課 林 新行政推進室 新行政 福祉保健課 福保 諫早湾干拓課 諫干

職員厚生課 職厚 監査指導課 監指 森林整備室 森整 職員厚生課 職厚 監査指導課 監指 林政課 林
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令和３年３月31日　水曜日 長 崎 県 公 報 号　外（３）
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財政課 財 医療政策課 医政 監理課 監 財政課 財 医療政策課 医政 森林整備室 森整

管財課 管 医療人材対策室 医人 建設企画課 建企 管財課 管 医療人材対策室 医人 監理課 監

税務課 税 薬務行政室 薬 新幹線事業対策
室

新幹 税務課 税 薬務行政室 薬 建設企画課 建企

債権管理室 債管 国保・健康増進
課

国健 都市政策課 都 債権管理室 債管 国保・健康増進
課

国健 新幹線事業対策
室

新幹

情報システム課 情シス 長寿社会課 長社 道路建設課 道建 情報システム課 情シス 長寿社会課 長社 都市計画課 都

総務事務センタ
ー

総事 障害福祉課 障福 道路維持課 道維 総務事務センタ
ー

総事 障害福祉課 障福 道路建設課 道建

地域づくり推進
課

地づ 原爆被爆者援護
課

原 港湾課 港 地域づくり推進
課

地づ 原爆被爆者援護
課

原 道路維持課 道維

市町村課 市町村 こども未来課 こ未 河川課 河 市町村課 市町村 こども未来課 こ未 港湾課 港

土地対策室 土対 こども家庭課 こ家 砂防課 砂 土地対策室 土対 こども家庭課 こ家 河川課 河

交通政策課 交政 産業政策課 産政 建築課 建 交通政策課 交政 産業政策課 産政 砂防課 砂

新幹線対策課 新対 企業振興課 企振 営繕課 営 新幹線対策課 新対 企業振興課 企振 建築課 建

県庁舎跡地活用
室

県跡活 新産業創造課 新産 住宅課 住 県庁舎跡地活用
室

県跡活 新産業創造課 新産 営繕課 営

文化振興課 文振 経営支援課 経支 用地課 用 文化振興課 文振 経営支援課 経支 住宅課 住

世界遺産課 世遺 若者定着課 若者 会計課 会 世界遺産課 世遺 若者定着課 若者 用地課 用

観光振興課 観振 雇用労働政策課 雇労 物品管理室 物管 観光振興課 観振 雇用労働政策課 雇労 会計課 会

国際観光振興室 国観 漁政課 漁 国際観光振興室 国観 漁政課 漁 物品管理室 物管

物産ブランド推
進課

物産 漁業振興課 漁振 物産ブランド推
進課

物産 漁業振興課 漁振

国際課 国 漁業取締室 漁取 国際課 国 漁業取締室 漁取

イ　地方機関の記号 イ　地方機関の記号
地方機関名 記号 地方機関名 記号 地方機関名 記号 地方機関名 記号

長崎振興局 長振 西彼福祉事務所 西福 長崎振興局 長振 西彼福祉事務所 西福

消防学校 消学 東彼・北松福祉事
務所

東彼北松 消防学校 消学 東彼・北松福祉事
務所

東彼北松

開成学園 開学 長崎こども・女性・
障害者支援センタ
ー

長支セ 開成学園 開学 長崎こども・女性・
障害者支援センタ
ー

長支セ

環境保健研究セン
ター

環保 こども医療福祉セ
ンター

こども 環境保健研究セン
ター

環保 こども医療福祉セ
ンター

こども

工業技術センター 工技 清和寮 清 工業技術センター 工技 清和寮 清

窯業技術センター 窯技 長崎労働相談情報
センター

長労情 窯業技術センター 窯技 長崎労働相談情報
センター

長労情

総合水産試験場 総水 長崎高等技術専門
校

長技専 総合水産試験場 総水 長崎高等技術専門
校

長技専

農林技術開発セン
ター

農技 肉用牛改良センタ
ー

肉改 農林技術開発セン
ター

農技 病害虫防除所 病虫

東京事務所 東 東京事務所 東 肉用牛改良センタ
ー

肉改

計量検定所 計検 計量検定所 計検

略　 略　

　　　附　則
　この訓令は、令和３年４月１日から施行する。
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